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業務の適正を確保するための体制

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容は以下の

とおりであります。

①当社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため

の体制

イ. コンプライアンス規程を遵守し、内部統制委員会を開催し、内部通報

規程を周知し、コンプライアンス違反行為を未然に防止し、必要に応

じて、外部の専門家等を起用しコンプライアンスの研修を行い、取締

役が率先して行動する。

ロ. 取締役が他の取締役のコンプライアンス違反行為を発見した場合は、

直ちに監査等委員及び取締役会に報告するなど、相互牽制の効いたガ

バナンス体制とする。

ハ. 反社会的勢力との関係については、情報の収集に注力し、疑わしい情

報があれば、担当取締役または監査等委員会へ報告する体制を整え、

取締役自らが「襟を糾し」、反社会的勢力を排除する。

ニ. 監査等委員会は、監査基準及び監査計画に基づき、取締役の職務執行

状況を監査する。

ホ. 内部監査室が定期的に行う各部門監査の中でコンプライアンスの状況

に関する監査を行い、その実効性を確認し、必要に応じて改善指示を

行うこととする。

②当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

イ. 文書等の作成、保存、管理等に関する基本的事項を文書管理規程に定

め、法令により義務付けられている重要な書類も含め各種書類の管理

を行う。

ロ. 株主総会議事録、取締役会議事録、稟議書は、適時適正に作成すると

ともに、保管場所を明示し、常時閲覧可能とし、取締役の職務の執行

の証跡とする。
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③当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

イ. リスク管理規程を遵守し、当社及び子会社の経営に重大な影響を与え

ると予見されるリスクを把握し、その対処方針を作成する。

ロ. 不測の危機が発生した場合には、経営危機管理規程に則して、社長を

本部長とする対策本部を設置し、損失の拡大を防止しこれを最小限に

止めることとする。

④当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

イ. 取締役会を月１回定時に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催

し、重要事項に係る意思決定を機動的に行うことにより、取締役の業

務執行を効率的に行えるようにする。

ロ. 取締役会の決定に基づく業務執行については、組織規程、業務分掌規

程、職務権限規程を遵守し、それぞれの責任者及びその責任範囲、執

行手続きの詳細について定め、常時閲覧可能とし、業務執行を行う。

ハ. 業務の運営については、将来の事業環境を踏まえ、年度予算を立案

し、全社的な目標を設定し実行することとし、状況により目標の修正

等に対処することとする。

⑤当社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため

の体制

イ. コンプライアンス規程を遵守し、内部通報規程を周知の上、使用人の

コンプライアンス違反の通報等が非公式の経路で行える体制とする。

ロ. 必要に応じて、外部の専門家等を起用し、コンプライアンス違反行為

を相談する等、社内で未然に防止する体制とする。

ハ. 反社会的勢力との対応は、情報の収集に注力し、疑わしい情報があれ

ば、管理本部長または監査等委員会へ報告する体制とし、反社会的勢

力との関係、取引等を排除する。

ニ. 内部監査室が定期的に行う各部門監査の中でコンプライアンスの状況

に関する監査を行い、その実効性を確認し、必要に応じて改善指示を

行うこととする。

ホ. 監査等委員会は当社のコンプライアンス体制の運用に問題があると認

めるときは、管理本部長へ意見を述べるとともに、改善策の策定を求

めることが出来ることとする。
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⑥当社並びにその親会社及びその子会社から成る企業集団における業務の適

正を確保するための体制

イ. 当社は、企業集団における業務の適正性を確保するため、親会社に対

して当社及び当社の子会社の業況や重要案件について定期的に報告を

行い、情報の共有化を図る。また、親会社と当社の管理部門はコンプ

ライアンス及びリスクに関する意見交換を行い、適時に必要な施策を

実施する。

ロ. 子会社管理を管理本部が担当し、子会社管理規程に基づき情報を共有

化し、前記①～⑤項の内部統制システムの整備を行い、運用の監視を

行う。

ハ. 子会社に対しては、取締役が兼任しており、必要に応じて重要な使用

人を派遣し、企業集団全体での業務の適正化を図る。

ニ. 子会社の経営については、その自主性を尊重しつつ事業内容の定期的

な報告と重要案件についての事前協議を行うこととする。

ホ. 内部監査室は、必要に応じ子会社の監査を実施する。

ヘ. 監査等委員会はその職務を行うため必要があるときは、子会社の調査

を行う。

⑦監査等委員会がその職務を補助すべき使用人（補助使用人）を置くことを

求めた場合における当該使用人に関する事項

監査等委員会から補助使用人の設置を求められた場合は、取締役会は監査

等委員会の職務の重要性に鑑み、補助使用人の設置及びその人員について

決定することとする。

⑧補助使用人の取締役（監査等委員であるものを除く。）からの独立性及び

当該補助使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

イ. 補助使用人が設置された場合は、当該補助使用人は業務執行部門から

の独立性に配慮することとし、当該補助使用人は専ら監査等委員会の

指揮命令に従うものとする。

ロ. 補助使用人の評価は監査等委員会が行い、当該人員の任命、解任、人

事異動、賃金等の改定については監査等委員会と協議の上取締役会が

決定するものとし、取締役（監査等委員であるものを除く。）からの

独立を確保するものとする。
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⑨監査等委員会への報告体制及びその他監査等委員会の監査が、実効的に行

われることを確保するための体制

イ. 当社及び子会社の取締役及び使用人等は、会社に著しい損害を及ぼす

恐れのある事実があることを発見したときは、法令等に従い直ちに監

査等委員会に報告する。

ロ. 常勤の監査等委員は、取締役会の他、重要な意思決定の過程及び兼務

の執行状況を把握するため、重要な会議に出席すると共に、主要な稟

議書その他業務執行に関する重要な契約書等を閲覧し、必要に応じて

取締役（監査等委員であるものを除く。）または使用人にその説明を

求めることが出来ることとする。

ハ. 監査等委員会は、当社の会計監査人より会計監査内容について説明を

受けると共に、情報交換を適宜行うなど連携を図っていくこととす

る。また、実効性確保のための内部監査室との連携についても、日ご

ろより助言等を行い、監査の効率性を高めることとする。

⑩監査等委員会に報告を行った者が、当該報告をしたことが理由として不利

な取扱いを受けないことを確保するための体制

監査等委員会へ報告を行った者が、当該報告を行ったことを理由として不

利な取扱いをすることを禁止する。

⑪監査等委員の職務の執行について生ずる費用の処理に係る方針に関する事

項

当社は、監査等委員がその職務の執行について費用の前払い・支払い等の

請求をした場合、当該費用が監査等委員の職務の執行に必要でない場合を

除き、その前払い・支払い等を行う。

⑫財務報告に係る内部統制に関する整備状況

財務報告に係る内部統制の構築については、財務報告の適正性を確保する

ため、全社的な管理、運用体制の構築を図る。
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業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

当社では、前記業務の適正を確保するための体制に関する基本方針に基づ

いて、体制の整備とその適切な運用に努めております。当事業年度における

当該体制の運用状況の概要は、次のとおりです。

①コンプライアンスに対する取組み

コンプライアンス意識の徹底を図るべく、ハラスメント、内部通報制

度、情報セキュリティ等について、定期的な教育を実施することとしてお

ります。内部監査室では、業務監査に留まらず、法令、定款、社内規程等

の遵守状況について、重点的に監査を行っております。

②リスクマネジメントに対する取組み

企業経営に重大な影響を与えるリスクの選定と必要な対策を実施するこ

ととしており、リスクの識別、分類、分析、評価について定期的な見直し

と実施状況の検証を行っております。

③監査等委員の監査が実効的に行われることに対する取組み

監査等委員は毎月開催される取締役会の他、重要な会議等への出席、取

締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ、取締役会の意思決定の

過程及び取締役の業務執行について監査しております。また、監査等委員

会において、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議

等を行っております。これらの結果は対象部署にフィードバックされ、指

摘事項の改善状況について報告を求めることになっております。
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連結注記表

１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

(1) 連結の範囲に関する事項

①　連結子会社の状況

・連結子会社の数　　　　　　　　12社

・主要な連結子会社の名称　　　　株式会社プレサンス住販

株式会社プレサンスコミュニティ

株式会社プレサンスリアルタ

株式会社トライスト

株式会社プレサンスギャランティ

三立プレコン株式会社

株式会社プレサンスホームデザイン

株式会社メルディアＤＣ

建都住宅販売株式会社

大祥建設株式会社

三光建設工業株式会社

Reve Career Agency株式会社

②　非連結子会社の状況

該当事項はありません。

③　議決権の過半数を所有しているにもかかわらず子会社としなかった会社等の状況

該当事項はありません。

④　連結の範囲の変更

2024年２月に株式会社メルディアＤＣの株式を公開買付けにより取得し、同社を持分

法適用関連会社とした後、2024年５月に同社株式の追加取得等により、同社及びその子

会社３社（建都住宅販売株式会社、大祥建設株式会社、三光建設工業株式会社）を連結

子会社といたしました。

また、2024年９月６日付でReve Career Agency株式会社を設立し、同社の発行済株式

の100％を取得し、連結子会社といたしました。

(2) 持分法の適用に関する事項

①　持分法を適用した非連結子会社及び関連会社の状況

・持分法適用の非連結子会社及び関連会社数　　２社

・主要な会社等の名称　　　　　　　　　　　　Shinwa S39 Co., Ltd.

　　　　　　株式会社オープンハウス不動産投資顧問

②　持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社の状況

該当事項はありません。

③　議決権の100分の20以上、100分の50以下を所有しているにもかかわらず関連会社としな

かった会社の状況

該当事項はありません。
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・市場価格のない株式等以外の

もの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により算定）

・販売用不動産及び仕掛販売用

不動産

個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下

に基づく簿価切下げの方法により算定）

・1998年４月１日以降に取得し

た建物及び賃貸不動産（建物

附属設備を除く）、並びに

2016年４月１日以降に取得し

た建物附属設備及び構築物

定額法

④　持分法適用手続に関する特記事項

持分法適用会社のうち、事業年度が連結会計年度と異なる会社については、連結決算日

現在で実施した仮決算に基づく計算書類を使用しております。

(3) 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社のうち株式会社メルディアＤＣ、建都住宅販売株式会社及び大祥建設株式会

社の決算日は６月30日であります。

連結計算書類の作成にあたっては、同日現在の計算書類を使用し、連結決算日との間に

生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。

その他の連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。

(4) 会計方針に関する事項

①　重要な資産の評価基準及び評価方法

イ．その他有価証券

・市場価格のない株式等　　　　移動平均法による原価法

ロ．棚卸資産

・原材料及び貯蔵品 個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下

に基づく簿価切下げの方法により算定）

②　重要な減価償却資産の減価償却の方法

イ．有形固定資産

・上記以外 定率法

ロ．無形固定資産 定額法

なお、自社利用のソフトウエアについては、社内にお

ける利用可能期間（５年）に基づいております。

③　重要な引当金の計上基準

イ．貸倒引当金 債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権につい

ては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権に

ついては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額

を計上しております。
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ロ．賞与引当金 当社及び一部の連結子会社は、従業員への賞与支給に

充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

ハ．完成工事補償引当金 一部の連結子会社は、完成工事に係る契約不適合等の

費用に備えるため、当連結会計年度の完成工事高に対

する将来の見積補償額に基づいて計上しております。

④　収益及び費用の計上基準

イ．ワンルームマンション販売 ワンルームマンションの販売は、用地の仕入から施工

まで行ったマンションの各分譲住戸を投資用不動産と

して主に個人へ販売する事業と、マンション一棟もし

くは一部を事業会社等に販売する事業であり、顧客と

の不動産売買契約書に基づき当該物件の引渡しを行う

義務を負っております。

当該履行義務は物件が引き渡される一時点で充足され

るものであり、当該引渡時点において収益を計上して

おります。

ロ．ファミリーマンション販売 ファミリーマンションの販売は、用地の仕入から施工

まで行ったマンションの各分譲住戸を主に一般消費者

へ販売する事業であり、顧客との不動産売買契約書に

基づき当該物件の引渡しを行う義務を負っておりま

す。

当該履行義務は物件が引き渡される一時点で充足され

るものであり、当該引渡時点において収益を計上して

おります。

ハ．建設請負事業 請負工事契約については、一定の期間にわたり充足さ

れる履行義務は、期間がごく短い工事を除き、履行義

務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき

収益を認識することとしております。期間がごく短い

工事については、完全に履行義務を充足した時点で収

益を認識しております。なお、履行義務の充足に係る

進捗率の見積りの方法は、見積総原価に対する発生原

価の割合（インプット法）で算出しております。

なお、取引の対価は履行義務を充足してから概ね１年

以内に受領しており、重要な金融要素の調整は含まれ

ておりません。
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⑤　その他連結計算書類の作成のための重要な事項

イ．退職給付に係る会計処理の　　一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給

　　方法　　　　　　　　　　　　付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給

額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用し

ております。

ロ．消費税等の会計処理 控除対象外消費税及び地方消費税は、当連結会計年度

の費用として処理しております。

２．会計上の見積りに関する注記

（販売用不動産等の評価）

(1) 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

販売用不動産　　　　　　　　　　23,867百万円

仕掛販売用不動産　　　　　　　 162,215百万円

売上原価（棚卸資産評価損）　　　　　72百万円

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

①　算出方法

販売用不動産及び仕掛販売用不動産（以下、販売用不動産等）は、個別法による原価

法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法）により評価を行って

おります。期末時点の販売予定価格から見積追加原価及び見積販売直接経費を控除した

正味売却価額が簿価を下回る場合は、正味売却価額と簿価との差額を棚卸資産評価損と

して計上しております。

②　主要な仮定

見積り及びその基礎となる仮定は、不動産販売市況及び過去の経験等に基づいてお

り、継続して見直しております。

販売用不動産等の評価は、個別物件ごとの事業計画に基づき行っております。正味売

却価額の見積りの基礎となる当該事業計画における販売予定価格及び完成予定原価の算

定には、不動産販売市況等を加味しております。また、物件の状況に応じて利用する外

部の不動産鑑定士の評価についても、不動産販売市況に係る仮定と判断を伴います。

(3) 翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響

当該主要な仮定は連結計算書類作成時点における最善の見積りに基づき決定しておりま

すが、見積りと将来の結果が異なる可能性があります。将来における不動産市況や賃料、

金利の変化、不動産関連税制や不動産及び金融関連法制の変更等により、正味売却価額の

算定に重要な影響を及ぼす可能性があります。
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①　担保に供している資産 販売用不動産 2,083百万円

仕掛販売用不動産 87,213百万円

建物及び構築物 47百万円

土地 84百万円

賃貸不動産 17,198百万円

合計 106,626百万円
　

②　担保資産に対応する債務 短期借入金 2,296百万円

１年内返済予定の長期借入金 7,498百万円

長期借入金 86,211百万円

合計 96,005百万円

　
(2) 有形固定資産の減価償却累計額 2,595百万円

関係会社の金融機関からの借入に対する保証債務 3,829百万円

顧客住宅ローンに関する抵当権設定登記完了までの金融

機関等に対する連帯保証債務

67百万円

合計 3,896百万円

３．連結貸借対照表に関する注記

(1) 担保に供している資産及び担保資産に対応する債務

(3) 保証債務

(4) 財務制限条項

　当社の借入金のうち、一部の借入金において、以下の財務制限条項が付されております。

①　2023年９月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される

純資産の部の合計金額を、2022年９月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産

の部の合計金額の75％に相当する金額、又は直近の事業年度末日における連結貸借対照表

に記載される純資産の部の合計金額の75％に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金

額以上に維持すること。

②　2023年９月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結損益計算書に記載される

経常損益を２回連続して損失としないこと。

③　2023年９月末日及びそれ以降の第２四半期会計期間の末日及び各事業年度末日時点（以

下、「判定時点」という。）において、以下(ⅰ)乃至(ⅲ)の合計金額から以下(ⅳ)及び

(ⅴ)の合計金額を差し引いた金額が、当該判定時点における本契約に基づく借入金の残高

の合計金額を下回らないこと。なお、下記の有利子負債とは、短期借入金、一年内返済長

期借入金、一年内償還予定社債（割引債及び新株予約権付社債を含む。）、長期借入金、

社債（割引債及び新株予約権付社債を含む。）等をいう。

(ⅰ) 判定時点の単体の貸借対照表に記載される現預金の金額

(ⅱ) 判定時点の単体の貸借対照表に記載される販売用不動産及び仕掛販売用不動産に含

まれる土地のうち、判定時点において担保に供していない土地の簿価から仲介手数

料相当額を差し引いた金額の合計金額

(ⅲ) 判定時点の単体の貸借対照表に記載される販売用不動産及び仕掛販売用不動産に含

まれる建物のうち、建物の簿価から設計監理料相当額を差し引いた金額の合計金額

(ⅳ) 判定時点の単体の貸借対照表に記載される有利子負債のうち、販売用不動産及び仕

掛販売用不動産に含まれる建物の建築費を資金使途とする有利子負債の合計金額

（但し、本契約に基づく借入金の残高は除く。）
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株 式 の 種 類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数

普 通 株 式 69,564,196株 328,800株 －株 69,892,996株

株 式 の 種 類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数

普 通 株 式 514,341株 292株 21,526株 493,107株

決 議 株式の種類
配当金の総額

(百万円)
１株当たり
配当額(円)

基 準 日 効 力 発 生 日

2023年11月24日
取締役会

普通株式 1,450 21.00
2023年

９月30日
2023年
12月18日

2024年５月23日
取締役会

普通株式 1,451 21.00
2024年

３月31日
2024年
６月４日

決 議 株式の種類
配当金の総額

(百万円)
配当の
原 資

１株当たり
配当額(円)

基 準 日
効 力
発 生 日

2024年11月７日
取締役会

普通株式 1,665
利 益
剰余金

24.00
2024年
９月30日

2024年
12月23日

(ⅴ) 判定時点の単体の貸借対照表に記載される有利子負債のうち、無担保の有利子負債

の合計金額（但し、本契約に基づく借入金の残高は除く。）

４．連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項

（注）普通株式の発行済株式の総数の増加は、ストック・オプションの行使によるものでありま

す。

(2) 自己株式の種類及び数に関する事項

（注）１．普通株式の自己株式の数の増加は、譲渡制限付株式の無償取得によるものでありま

す。

２．普通株式の自己株式の数の減少は、譲渡制限付株式の譲渡によるものであります。

(3) 剰余金の配当に関する事項

①　配当金支払額等

②　基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度にな

るもの
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区分
新株予約権
の 内 訳

新株予約権の
目 的 と な る
株 式 の 種 類

新株予約権の目的となる株式数（株） 当連結会計
年度末残高
（百万円）

当連結会計
年度期首

当連結会計
年度増加

当連結会計
年度減少

当連結会計
年度末

当社

ストック・
オプション
と し て の
新株予約権

普通株式 974,100 － 974,100 － －

合計 － 974,100 － 974,100 － －

(4) 当連結会計年度の末日における新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを

除く）の目的となる株式の種類及び数

５．金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

①　金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金運用については基本的に安全性と流動性を考慮して、預貯金等

で運用し、また、資金調達については、主に開発用地の取得費用を、銀行借入による間

接金融にて調達する方針であります。

②　金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

当社グループが保有する金融資産は、主として現金及び預金、売掛金、投資有価証券

及び長期貸付金であります。売掛金は、顧客の信用リスクに晒されておりますので、与

信管理規程及び販売管理規程に基づき、定期的にモニタリングしております。投資有価

証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主として業務上の関

係を有する企業の株式であります。長期貸付金は、従業員に対する貸付であり、信用リ

スクに晒されておりますが、従業員貸付金規程に基づき、適切に管理しております。

当社グループが保有する金融負債は、主として支払手形及び買掛金、電子記録債務、

短期借入金、未払法人税等、長期借入金（１年内返済予定含む）及び社債（１年内償還

予定含む）であります。支払手形及び買掛金、電子記録債務及び未払法人税等は、全て

１年以内の支払期日であります。短期借入金、長期借入金（１年内返済予定含む）及び

社債（１年内償還予定含む）は、主として開発用地の取得に係る事業資金であり、返済

期日は概ね３年以内であります。借入金及び社債は、大部分が変動金利であり、金利の

変動リスクに晒されております。
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連結貸借対照表計上額 時 価 差 額

①　投資有価証券 22 22 －

②　長期貸付金 20 20 －

資 産 計 43 43 －

①　長期借入金（１年内返済予定
　　含む）

102,808 102,732 △75

②　社債 20 19 △0

負 債 計 102,828 102,752 △76

(2) 金融商品の時価等に関する事項

2024年９月30日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の

とおりであります。なお、市場価格のない株式等（連結貸借対照表計上額17百万円）は、

「①　投資有価証券」には含めておりません。また、「現金及び預金」「売掛金」「支払手

形及び買掛金」「電子記録債務」「短期借入金」「１年内償還予定の社債」「未払法人税

等」については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略

しております。

（単位：百万円）

(3) 金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下

の３つのレベルに分類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形

成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格に

より算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット

以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのイ

ンプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベル

に時価を分類しております。
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区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券

その他有価証券

株式 22 － － 22

資産計 22 － － 22

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期貸付金 － 20 － 20

資産計 － 20 － 20

長期借入金

（１年内返済予定含む）
－ 102,732 － 102,732

社債 － 19 － 19

負債計 － 102,752 － 102,752

① 時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

（単位：百万円）

② 時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

（単位：百万円）

（注）１．時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

投資有価証券

投資有価証券は全て上場株式であり相場価格を用いて評価しております。上場

株式は活発な市場で取引されているため、その時価をレベル１の時価に分類して

おります。

長期貸付金

長期貸付金の時価は、一定の期間ごとに分類し、その将来キャッシュ・フロー

と国債の利回り等適切な指標を基に割引現在価値法により算定しており、レベル

２の時価に分類しております。

長期借入金（１年内返済予定含む）及び社債

これらの時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加

味した利率を基に、割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類

しております。
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１年以内 １年超５年以内 ５年超10年以内 10年超

現金及び預金 101,779 － － －

売掛金 195 － － －

長期貸付金 － 20 － －

合　計 101,974 20 － －

１年以内
１年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内

５年超

短期借入金 2,546 － － － － －

長期借入金（１年
内返済予定含む）

9,455 43,234 32,019 8,072 5,856 4,168

社債（１年内償還
予定含む）

27 20 － － － －

合　計 12,028 43,254 32,019 8,072 5,856 4,168

連 結 貸 借 対 照 表 計 上 額 当連結会計年度末

の時価当連結会計年度期首残高 当連結会計年度増減額 当連結会計年度末残高

20,722 △275 20,446 25,003

（注）２．金銭債権の連結決算日後の償還予定額

（単位：百万円）

（注）３．借入金及び社債の連結決算日後の返済予定額

（単位：百万円）

６．賃貸等不動産に関する注記

(1) 賃貸等不動産の状況に関する事項

当社グループは、主に大阪府、愛知県及び兵庫県で賃貸マンション等の賃貸不動産を所有

しております。当連結会計年度における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は751百万円

（賃貸収益は売上高に、賃貸費用は売上原価に計上）であります。

(2) 賃貸等不動産の時価に関する事項

賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、当連結会計年度増減額及び時価は、次のとおりで

あります。

（単位：百万円）

（注）１. 連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。

２. 当連結会計年度増減額のうち、主な増加額は、新規取得3,961百万円、販売用不動産

からの振替93百万円及び仕掛販売用不動産からの振替2,303百万円であり、主な減少

額は、販売用不動産への振替6,072百万円及び減価償却費447百万円であります。

３. 当連結会計年度末の時価は、主に社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価書に基づ

く金額であります。ただし、直近の評価時点から、一定の評価額や適切に市場価格を

反映していると考えられる指標に重要な変動が生じていない場合には、当該評価額や

指標を用いて調整した金額によっております。
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報告セグメント

合計
不動産販売事業 その他事業

ワンルームマンション 72,023 － 72,023

ファミリーマンション 67,370 － 67,370

戸建販売 10,505 － 10,505

中古マンション 13,692 － 13,692

その他不動産販売 2,056 － 2,056

不動産販売附帯事業 1,417 － 1,417

その他事業 － 9,231 9,231

顧客との契約から生じる収益 167,067 9,231 176,298

その他の収益 474 3,972 4,446

外部顧客への売上高 167,541 13,203 180,745

７．収益認識に関する注記

(1) 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：百万円）

（注）１．その他不動産販売とは、商業用店舗、開発用地等の住宅以外の不動産の販売であり

ます。

２．不動産販売附帯事業とは、床コーティング等引渡後オプション工事、及び不動産売

買の仲介手数料等であります。

３．その他事業とは、建築請負工事、不動産賃貸・仲介・管理、家賃等債務保証業、損

害保険代理事業等であります。

４．その他の収益は、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号）に基づ

く賃貸料収入等であります。

(2) 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「１．連結計算書類の

作成のための基本となる重要な事項に関する注記等　(4) 会計方針に関する事項　④　収益

及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
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当連結会計年度

顧客との契約から生じた債権(期首残高) 173百万円

顧客との契約から生じた債権(期末残高) 687

契約資産(期首残高) －

契約資産(期末残高) 4,937

契約負債(期首残高) 3,205

契約負債(期末残高) 2,013

(1) １株当たり純資産額 2,806円20銭

(2) １株当たり当期純利益 303円83銭

(3) 当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報

①　契約資産及び契約負債の残高

　契約資産は、主に建設請負事業における工事請負契約において、発生した工事原価に基

づいて測定した進捗度により収益を認識したことによって生じた顧客に対する未請求の債

権であります。契約資産は、対価に対する当社グループの権利が無条件になった時点で顧

客との契約から生じた債権に振り替えられます。

　契約負債は、主にマンション等の不動産売買契約に基づいて、顧客から受け取った手付

金等の前受金に関するものであり、収益の認識に伴い取り崩されます。また、連結貸借対

照表上、流動負債の「前受金」及び「その他」に含まれております。

　当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額

は、2,992百万円であります。

②　残存履行義務に配分した取引価格

　未充足（又は部分的に未充足）の履行義務は、当連結会計年度末において81,879百万円

であります。当該残存履行義務は、主に不動産販売事業におけるマンション販売に関する

ものであり、期末日後１年以内に約82％、残り約18％がその後に収益として認識されると

見込んでおります。

８．１株当たり情報に関する注記

９．重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。
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場所 用途 種類 減損損失

大阪府 賃貸不動産 土地及び建物 106百万円

被取得企業の名称 株式会社メルディアＤＣ他グループ子会社３社

事業の内容 建設工事の設計・施工・監理、マンション及び戸建住宅の

分譲、不動産の売買・賃貸・管理・仲介、商業施設の運

営・管理事業、アドテクノロジー事業等

１０．その他の注記

（減損損失）

以下の資産グループについて、賃貸不動産から販売用不動産へ保有目的を変更したことに

より減損の兆候を認識したため、減損損失を計上しております。

賃貸不動産については、個別物件ごとにグルーピングを行っております。

固定資産の回収可能価額は、主として正味売却価額により測定しております。回収可能価

額を正味売却価額により測定する場合の時価は、主として「不動産鑑定評価基準」に基づい

て自社で算定した金額及び社外の不動産鑑定業者による鑑定評価に基づいて自社で算定した

金額（指標等を用いて調整を行ったものを含む）であります。

（企業結合等関係）

（共通支配下の取引等）

当社は、2023年12月22日開催の取締役会において、株式会社メルディアＤＣ（証券コー

ド：1739、株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」といいます。）グロース市

場、以下「メルディアＤＣ」といいます。）の普通株式を金融商品取引法（昭和23年法律

第25号。その後の改正を含みます。）に定める公開買付け（以下「本公開買付け」といい

ます。）により取得することを決議し、2023年12月25日から本公開買付けを実施いたしま

した。

その後、当社は、メルディアＤＣの2024年４月５日開催の臨時株主総会の決議に基づ

き、2024年４月26日を効力発生日とした株式併合（303,433株につき１株の割合で併合）

の結果生じた１株に満たない端数の株式について、会社法第235条第２項が準用する同法

第234条第２項の規定に基づき、裁判所の許可を得た上で、2024年５月24日付にて当該端

数の合計数に相当するメルディアＤＣの株式１株を追加取得しました。

また、メルディアＤＣは当社より資金提供を受け、株式会社メルディア所有株式の自己

株式を取得しております。その結果、当社のメルディアＤＣの議決権所有割合は80.00％

となりました。

なお、メルディアＤＣの普通株式は、上記株式併合の決議によって東京証券取引所の有

価証券上場規程に定める上場廃止基準に該当することとなり、2024年４月24日をもって上

場廃止となっております。

１．企業結合の概要

(1) 被取得企業の名称及びその事業の内容
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株式公開買付けによる取得 2024年２月19日

会社法第234条第２項に基づく取得 2024年５月24日

企業結合前の議決権所有割合 －％

株式公開買付け後の議決権所有割合 35.79％

株式併合後の議決権所有割合 36.84％

会社法第234条第２項に基づく取得後の議決権所有割合 40.00％

自己株式取得後の議決権所有割合 80.00％

本公開買付けに伴う取得の対価現金 2,385百万円

会社法第234条第２項に基づく取得の対価現金 292百万円

(2) 企業結合を行った主な理由

当社とメルディアＤＣは、主に関西地方を中心に、集合住宅の施工・企画・販売等を

行う総合建設事業及び不動産売買・不動産売買の仲介等を行う不動産事業において協働

を行っております。

メルディアＤＣが当社グループに参画することで、当社の企画・販売力とメルディア

ＤＣの施工能力との相互活用等のさらなる協働を図ることが可能と考えております。

(3) 企業結合日

(4) 企業結合の法的形式

現金を対価とする株式取得

(5) 結合後企業の名称

変更ありません。

(6) 取得した議決権比率

(7) 取得企業を決定するに至った主な根拠

現金を対価とした株式取得により、当社がメルディアＤＣの議決権の80.00％を取得

したため、当社を取得企業としております。

２．追加取得した子会社株式の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

３．実施した会計処理の概要

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　2019年１月16日）及び「企業結

合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号

2019年１月16日）に基づき、共通支配下の取引として処理しております。

（負ののれん発生益）

当連結会計年度において、株式会社メルディアＤＣを連結子会社化したことに伴い、負の

のれん発生益1,256百万円を計上しております。
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・市場価格のない株式等以外の

もの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売

却原価は移動平均法により算定）

・市場価格のない株式等 移動平均法による原価法

・販売用不動産及び仕掛販売用

不動産

個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に

基づく簿価切下げの方法により算定）

・原材料及び貯蔵品 個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下

に基づく簿価切下げの方法により算定）

・1998年４月１日以降に取得し

た建物及び賃貸不動産（建物

附属設備を除く）、並びに

2016年４月１日以降に取得し

た建物附属設備及び構築物

定額法

個別注記表

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

①　子会社株式及び関連会社株式　移動平均法による原価法

②　その他有価証券

③　棚卸資産

(2) 固定資産の減価償却の方法

①　有形固定資産

・上記以外 定率法

②　無形固定資産 定額法

なお、自社利用のソフトウエアについては、社内におけ

る利用可能期間（５年）に基づいております。

(3) 引当金の計上基準

①　貸倒引当金 債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権について

は貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につい

ては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上

しております。

②　賞与引当金 従業員への賞与支給に充てるため、支給見込額に基づき

計上しております。

(4) 収益及び費用の計上基準

①　ワンルームマンション販売 ワンルームマンションの販売は、用地の仕入から施工ま

で行ったマンションの各分譲住戸を投資用不動産として

主に個人へ販売する事業と、マンション一棟もしくは一

部を事業会社等に販売する事業であり、顧客との不動産

売買契約書に基づき当該物件の引渡しを行う義務を負っ

ております。

当該履行義務は物件が引き渡される一時点で充足される

ものであり、当該引渡時点において収益を計上しており

ます。
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①　担保に供している資産

仕掛販売用不動産 80,349百万円

賃貸不動産 12,236百万円

合計 92,586百万円
　②　担保資産に対応する債務

１年内返済予定の長期借入金 4,457百万円

長期借入金 78,637百万円

合計 83,094百万円

　
(2) 有形固定資産の減価償却累計額 1,657百万円

(3) 関係会社に対する金銭債権債務（区分掲記したものを除く。）

短期金銭債権 5,205百万円

短期金銭債務 910百万円

関係会社の金融機関からの借入に対する保証債務 12,001百万円

顧客住宅ローンに関する抵当権設定登記完了までの金融

機関等に対する連帯保証債務

67百万円

関係会社が管理組合と締結している管理委託契約に基づ

く債務に対する保証債務

275百万円

合計 12,344百万円

②　ファミリーマンション販売 ファミリーマンションの販売は、用地の仕入から施工ま

で行ったマンションの各分譲住戸を主に一般消費者へ販

売する事業であり、顧客との不動産売買契約書に基づき

当該物件の引渡しを行う義務を負っております。

当該履行義務は物件が引き渡される一時点で充足される

ものであり、当該引渡時点において収益を計上しており

ます。

(5) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理 控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用

として処理しております。

２．会計上の見積りに関する注記

（販売用不動産等の評価）

(1) 当事業年度の計算書類に計上した金額

販売用不動産　　　　　　　　　 16,902百万円

仕掛販売用不動産　　　　　　　136,927百万円

売上原価（棚卸資産評価損）　　　　 53百万円

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

連結注記表「２．会計上の見積りに関する注記」において同一の内容を記載しているた

め、記載を省略しております。

３．貸借対照表に関する注記

(1) 担保に供している資産及び担保資産に対応する債務

(4) 保証債務
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①　売上高 902百万円

②　仕入高 1,398百万円

③　販売手数料 4,363百万円

④　その他の営業取引高 6百万円

⑤　営業取引以外の取引高 44百万円

（5) 財務制限条項

　当社の借入金のうち、一部の借入金において、以下の財務制限条項が付されております。

①　2023年９月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される

純資産の部の合計金額を、2022年９月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産

の部の合計金額の75％に相当する金額、又は直近の事業年度末日における連結貸借対照表

に記載される純資産の部の合計金額の75％に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金

額以上に維持すること。

②　2023年９月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結損益計算書に記載される

経常損益を２回連続して損失としないこと。

③　2023年９月末日及びそれ以降の第２四半期会計期間の末日及び各事業年度末日時点（以

下、「判定時点」という。）において、以下(ⅰ)乃至(ⅲ)の合計金額から以下(ⅳ)及び

(ⅴ)の合計金額を差し引いた金額が、当該判定時点における本契約に基づく借入金の残高

の合計金額を下回らないこと。なお、下記の有利子負債とは、短期借入金、一年内返済長

期借入金、一年内償還予定社債（割引債及び新株予約権付社債を含む。）、長期借入金、

社債（割引債及び新株予約権付社債を含む。）等をいう。

(ⅰ) 判定時点の単体の貸借対照表に記載される現預金の金額

(ⅱ) 判定時点の単体の貸借対照表に記載される販売用不動産及び仕掛販売用不動産に含

まれる土地のうち、判定時点において担保に供していない土地の簿価から仲介手数

料相当額を差し引いた金額の合計金額

(ⅲ) 判定時点の単体の貸借対照表に記載される販売用不動産及び仕掛販売用不動産に含

まれる建物のうち、建物の簿価から設計監理料相当額を差し引いた金額の合計金額

(ⅳ) 判定時点の単体の貸借対照表に記載される有利子負債のうち、販売用不動産及び仕

掛販売用不動産に含まれる建物の建築費を資金使途とする有利子負債の合計金額

（但し、本契約に基づく借入金の残高の合計金額は除く。）

(ⅴ) 判定時点の単体の貸借対照表に記載される有利子負債のうち、無担保の有利子負債

の合計金額（但し、本契約に基づく借入金の残高の合計金額は除く。）

４．損益計算書に関する注記

　関係会社との取引高
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株 式 の 種 類 当事業年度期首の株式数 当 事 業 年 度 増 加 株 式 数 当 事 業 年 度 減 少 株 式 数 当 事 業 年 度 末 の 株 式 数

普 通 株 式 514,341株 292株 21,526株 493,107株

繰延税金資産

棚卸資産評価損 15百万円

未払事業税 223百万円

賞与引当金 30百万円

貸倒引当金 23百万円

長期未払金 34百万円

会員権評価損 5百万円

繰延消費税等 111百万円

関係会社出資金評価損 92百万円

その他 96百万円

繰延税金資産合計 633百万円

種類 会社等の名称
議決権等所有

(被所有)割合(%)
関連当事者
と の 関 係

取引内容
取引金額
（百万円）

科目
期末残高
（百万円）

子会社
三立プレコン
株式会社

所有
直接 100.0

役員の兼任
債 務 保 証

銀 行 借 入
に 対 す る
債 務 保 証

4,763 － －

子会社
株式会社
プレサンス
リアルタ

所有
直接 100.0

役員の兼任
債 務 保 証
資 金 貸 付

銀 行 借 入
に 対 す る
債 務 保 証

3,408 － －

資金の貸付
(注)

3,900
関 係 会 社
短期貸付金

3,900

子会社
株式会社
メルディア
ＤＣ

所有
直接 80.0

債 務 保 証
資 金 貸 付

銀 行 借 入
に 対 す る
債 務 保 証

3,768 － －

資金の貸付
(注)

660
関 係 会 社
短期貸付金

660

6,240
関 係 会 社
長期貸付金

6,240

５．株主資本等変動計算書に関する注記

自己株式の種類及び数に関する事項

（注）１．普通株式の自己株式の数の増加は、譲渡制限付株式の無償取得によるものでありま

す。

２．普通株式の自己株式の数の減少は、譲渡制限付株式の譲渡によるものであります。

６．税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

７．関連当事者との取引に関する注記

(1) 子会社及び関連会社等

（注）資金の貸付に対する貸付利息は、市場金利を勘案して決定しております。

－ 23 －



種類 会社等の名称
議決権等所有

(被所有)割合(%)
関連当事者
と の 関 係

取引内容
取引金額

（百万円）
科目

期末残高
（百万円）

役員の近

親者が議

決権の過

半数を所

有してい

る会社

株式会社
TUKUYOMI
HOLDINGS

被所有
直接　 －

不動産の
取得等

販売用土地
販売用建物
の 取 得 等

2,086 － －

(1) １株当たり純資産額 2,405円58銭

(2) １株当たり当期純利益 230円42銭

(2) 役員及び個人主要株主

（注）１．不動産の取得等の取引条件は、市場価格を勘案し、双方協議の上決定しております。
２．株式会社TUKUYOMI HOLDINGSからの不動産の取得等の一部については、形式的には当

社と第三者との取引であるものの、実質的には第三者を経由した当社と株式会社

TUKUYOMI HOLDINGSとの取引による金額であります。

８．収益認識に関する注記

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報について、連結注記表「７.

収益認識に関する注記」に同一の内容を記載しておりますので注記を省略しております。

９．１株当たり情報に関する注記

１０．重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

１１．その他の注記

（企業結合等関係）

連結注記表「１０.その他の注記（企業結合等関係）」に同一の内容を記載しているた

め、注記を省略しております。
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